
 

 

 

訴訟事件の結果について 

 

１ 訴訟事件名等 

（１）事 件 名  貸金返還等請求事件 

（２）原   告  目黒区 

（３）被   告  千葉市在住Ａ氏（借受人：３０歳代男性） 

宇都宮市在住Ｂ氏（連帯保証人：借受人の祖父 ８０歳代男性） 

（４）裁 判 所  東京簡易裁判所 

（５）判決言渡日  被告Ａ：令和３年９月２２日 

（６）判 決 内 容  ・被告Ａは、原告に対し、金１２６万１５８６円及びうち金 

５８万円に対する令和３年７月２０日から支払済みまでの 

年１０．９５％の割合による金員を支払え。 

          ・訴訟費用は被告Ａの負担とする。 

          ・この判決は仮に執行することができる。 

 ※被告Ｂについては、保証否認をしたため、区側が当時の状況を立証。被告Ｂから 

滞納額５８万円の一括払いがあったことから、その後の裁判上の請求は行わない 

こととした。 

  

２ 貸付状況等（目黒区奨学資金貸付金） 

（１）貸 付 金 額  ６５万円 

          ①納付金額  ７万円 

          ②滞 納 額 ５８万円 

（２）貸 付 期 間  平成１８年４月から平成１９年６月 

（３）返 済 期 間  平成１９年７月から平成２８年６月 

 

３ 事案の概要 

  本事案は、区がＡ氏及びＢ氏に対して目黒区奨学資金貸付金５８万円、確定違約 

 金６８万１５８６円、元金に対する令和３年７月２０日から支払い済みまでの年 

 １０．９５％の割合による違約金及び訴訟費用の支払いを求めたものである。 

  詳細は以下のとおりである。 

 

  令和３年６月３０日  目黒区奨学資金貸付金の返還を求めて、民事訴訟を提起 

             することを専決処分により決定。 

  令和３年７月１９日  訴状を東京簡易裁判所に提出。 

  令和３年８月 ４日  生活福祉委員会へ報告、文教・子ども委員会へ情報提供。 

 

生活福祉委員会資料 

令和４年１月１２日 

区民生活部滞納対策課 



 

  令和３年 ９月２２日 第１回口頭弁論期日。被告らは不出頭。 

             被告Ａは答弁書の提出がないため同日判決言渡し。 

             被告Ｂは答弁書で保証否認をしているため、裁判官より、 

             当時の状況を立証するよう指示あり。 

  令和３年１０月１２日 区側から書面により裁判所と被告Ｂに対し立証。 

  令和３年１０月１８日 被告Ｂから弁護士に、滞納額５８万円を一括して納付す

る旨の連絡あり。 

  令和３年１０月２５日 被告Ｂにより滞納額５８万円の一括納付がされる。 

  令和３年１１月１６日 裁判所に対し、被告Ｂに対する訴えの取下書を提出。 

 

以     上 

 


